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　この制度は、勤労者の方に対し
て住宅の新築、増改築および土地
購入などに要する資金を融資する
制度です。（店頭表示金利より
０.１％引下げします。）
■融資対象
▽阿久比町に住宅を新築または購
入をする方
▽阿久比町に住宅を建築するため
の土地購入をする方
▽阿久比町にすでに居住し、増改
築をする方

■申込資格（次の条件を全て満た
す方）
▽阿久比町に居住、または居住予
定の方
▽同一事業所に１年以上継続して
勤務し、引き続き勤務する方
▽前年税込年収が１５０万円以上４００
万円以下の方
▽市町村税を完納している方
▽満年齢２０歳以上の方
▽東海労働金庫の融資資格がある方
■融資限度額　２,０００万円（５０万
円以上１０万円単位）

●勤労者住宅資金融資制
　度をご利用ください

シリーズ　消費生活相談�72 
「子どものオンラインゲーム」に関する相談

◇事例（５０代女性）
　中学生の子どもが「スマートフォンでＳＮＳのスタンプを購入したい」
というので、クレジットカードの利用を許したところ、その決裁履歴を
使って、さらにオンラインゲームのアイテムをカードで購入し、３０万円の
高額請求が来てしまった。
　未成年契約の取り消しが考えられるが、子どもがゲームする際、年齢の
虚偽申告をした可能性があり、親のカード責任も問われます。ただし、事
業者によっては、１回に限りであるとか、早期申告に限るといった条件付
きで取り消しに応じる場合があるので、早急にゲーム会社とクレジット
カード会社に事情を説明するよう助言しました。
　未成年が法定代理人（親権者または後見人）の同意を得ないで結んだ高
額な契約は、電子契約の申込であっても、原則取り消しができるが、未成
年者が成年と偽って申し込みをした場合は、取り消しが認められないとさ
れています。
　トラブルに遭ったり、不審に感じたりした場合は、親子で消費生活相談
窓口へ早めに相談しましょう。
◎　消費生活相談（無料）を行います。ご利用ください。
■日　時　７月１３日（水）（毎月第２水曜日）
　　　　　午前１０時～正午、午後１時～午後４時
■場　所　役場２階相談室２０１（４月から場所を変更しました。）
■問い合わせ先　産業観光課商工労政係　�（４８）１１１１（内１２２６・１２２７）
　知多半田消費生活センター（クラシティ半田３階市民交流センター内、
駐車場利用時１時間まで無料）でも消費生活相談を行っています。

　月曜日～金曜日（祝日、クラシティ半田閉館日を除く）午前９時３０分～
午後４時３０分　�（３２）２４４４

　田んぼの中に入って撮影しようと、長靴持参でしろかきの取材
へ。慣れない田んぼの泥に足を取られる私の方に、前から泥しぶ

きを上げて、元気な子どもたちが走ってくるではありませんか。いざ逃げようにも
長靴が泥にはまって、逃げられない！何とかカメラだけは守りましたが、いい感じ
に泥が付いた私に「田んぼにスーツで来ちゃいけないですよ」と都築さん。その後
の撮影では服の汚れを気にせず、思い切り撮影ができましたが、帰宅すると、やっ
ぱり妻に怒られました。次からはちゃんと作業着で行きます。

編集後記
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■人権・行政・心配ごと相談
　７日（木）、２１日（木）
　場　所　中央公民館３０８号室
　時　間　午前９時３０分～午前１１時３０分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　２１日（木）
　場　所　役場１階相談室１０１
　時　間　午後１時～午後４時
■問い合わせ先
　住民福祉課�（４８）１１１１（内１１２２）
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７月７日（木）
場　所　中央公民館３０８号室
時　間　午後１時３０分～午後４時３０分
　NPO法人知多地域成年後見センター
では、成年後見制度巡回相談（事前に
予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　半田後見事務所（半田市福祉文化会館内）
　�（２１）０８１１

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������																					




















���������������������

■返済期間　５年以上３５年以内
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東海労働金庫知多ローンセンター
�０１２０（６９）０７０６

�

　これまで金融機関や役場に限ら
れていた水道料金などの支払い
が、全国のコンビニエンスストア
で２４時間いつでもできるようにな
りました。。平成２８年４-５月分
の納入通知書（６月上旬発送）か
ら利用できます。
　利用できるコンビニエンススト
アについては、納入通知書の裏面
で確認してください。
■注意事項　合計金額が３０万円を
超えるもの、バーコードのないも

申し込み・問い合わせ先

●水道料金・下水道使用
　料のコンビニ収納開始

の、バーコードの読み取りが出来
なかったもの、金額を訂正したも
のまたは納期限を過ぎたものは、
コンビニエンスストアでの支払い
はできません。

�

上下水道課上水業務係
�（４８）１１１１（内１２１９・１２２０）

�

西脇隆道　様
　来庁者が芸術文化に親しんでも
らえるよう絵画をご寄付いただき
ました。

問い合わせ先

●ご寄付ありがとうございます


